
 議案第４２号 

 

   副市長の給料月額の特例に関する条例の制定について 

 

 副市長の給料月額の特例に関する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和６年６月１８日提出 

 

かすみがうら市長  宮 嶋  謙   

 

   副市長の給料月額の特例に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、かすみがうら市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅

費に関する条例（平成１７年かすみがうら市条例第４０号。以下「特別職給与

等条例」という。）第３条に規定する副市長の給料月額の特例を定めるものと

する。 

 （給料月額の特例） 

第２条 副市長の給料月額は、令和６年７月１日から令和６年７月３１日まで

の間に限り、特別職給与等条例第３条の規定にかかわらず、特別職給与等条例

別表第１に定める給料月額から当該額に１００分の１０を乗じて得た額を減

じた額とする。ただし、特別職給与等条例第４条に規定する期末手当の算定の

基礎となる給料月額については適用しない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年７月１日から施行する。 

 （失効） 
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２ この条例は、令和６年７月３１日限り、その効力を失う。 
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